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告
示
第
二
十
四
号 

総 
務 

省 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
主
務
省
令
で
定
め
る

事
務
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
五
号
）
第
七
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る

命
令
第
七
十
四
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
務
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
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早
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芳
正 

 
 

令
和
八
年
度
京
都
府
八
幡
市
家
計
支
援
給
付
金
（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
八
年
度
八
幡
市

一
般
会
計
当
初
予
算
に
お
け
る
、
京
都
府
八
幡
市
か
ら
、
地
域
住
民
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う

。
）
の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報
（
令
和
二
年
度
特
別
定
額
給
付
金
等
（
令
和
二
年
度
特
別
定
額
給

付
金
等
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
三
項
に
規
定
す
る
令
和
二
年
度
特
別

定
額
給
付
金
等
を
い
う
。
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
（
公
的
給
付
の
支
給

等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三

条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。
）
、
令
和
三
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
臨
時
特
別
給



付
金
（
令
和
三
年
度
子
育
て
世
帯
等
臨
時
特
別
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
八
十

五
号
）
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
給
付
金
を
い
う
。
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰

緊
急
支
援
給
付
金
（
令
和
四
年
度
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す

る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
令
和
四
年
度
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
緊
急

支
援
給
付
金
を
い
う
。
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
四
年
度
京
都
府
八
幡
市
家
計
支
援
給
付
金
（
原
油
価
格
や
物

価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
四
年
度
八
幡
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
京
都
府
八
幡
市
か
ら
、
低
所
得
者

世
帯
を
除
く
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
を
い
う
。
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
京

都
府
八
幡
市
低
所
得
世
帯
物
価
高
騰
対
策
支
援
給
付
金
（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
五
年
度
八

幡
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
京
都
府
八
幡
市
か
ら
、
低
所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給

付
金
を
い
う
。
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
（
物
価
高
騰
対
策
給
付

金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
物
価
高
騰
対
策

給
付
金
を
い
う
。
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
（
物
価
高
騰
対
策
給

付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
五
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
財
務
省
令
第
一
号
）
第
二
条
第

一
号
イ
、
ロ
及
び
ヘ
並
び
に
同
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
世
帯
、
同
条
第
二
号
ロ
及
び
同
条
第
三
号
イ
⑴
に
掲
げ
る
世
帯

（
同
条
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ヘ
並
び
に
同
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
世
帯
に
限
る
。
）
並
び
に
同
条
第
三
号
イ
⑵
に
掲
げ

る
世
帯
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
に
対
し
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
が
交
付
す
る
交
付
金
を
財
源



と
し
て
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で
あ
っ
て
、
同
令
第
一
条
各
号
に
掲
げ

る
も
の
を
い
う
。
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
（
同
令
第
二
条
第
一

号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
個
人
又
は
世
帯
、
同
条
第
二
号
ロ
及
び
同
条
第
三
号
イ
⑴
に
掲
げ
る
個
人
又
は
世
帯
（
同

条
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
個
人
又
は
世
帯
に
限
る
。
）
、
同
条
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
者
並
び
に
同
条

第
四
号
に
掲
げ
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
個
人
又
は
世
帯
に
対
し
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
が
交

付
す
る
交
付
金
を
財
源
と
し
て
市
町
村
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で
あ
っ
て
、
同
令
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い

う
。
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
（
同
令
第
二
条
第
三
号
イ
⑶
に
掲

げ
る
世
帯
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
に
対
し
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
が
交
付
す
る
交
付
金
を
財

源
と
し
て
市
町
村
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で
あ
っ
て
、
同
令
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
支
給
に

関
す
る
情
報
及
び
令
和
七
年
度
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
（
同
令
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準

ず
る
者
に
対
し
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
が
交
付
す
る
補
助
金
を
財
源
と
し
て
市
町
村
か
ら
支
給
さ

れ
る
給
付
金
で
あ
っ
て
、
同
令
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。
）
の
管

理
に
関
す
る
事
務 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。 


